（令和7年度版）
山県市社会福祉協議会貸出車両の保険について

　事故が起きた場合の補償等は対象車両の保険で対応できるものの他、すべて運転者が負うことになっています。
　また、交通事故等を起こした場合の事故処理、対応は運転者が行ってください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（福祉車両貸出実施要綱第９条）

１．保険会社名　　中部自動車共済
２．保険内容
	貸出場所
	本所
	デイふれあい
	デイやすらぎ

	車両名
	エブリィワゴン
岐阜880あ1415
	アトレーワゴン
岐阜581む8393
	アトレーワゴン
岐阜581ぬ6264

	車両補償
	100万円
	140万
	110万円

	対人賠償
	無制限
	無制限
	無制限

	人身傷害
	3000万円
	3000万円
	3000万円

	対物賠償
	無制限
	無制限
	無制限


３．事故発生時の対応

(1)　警察へ通報

事故証明書の発行を受ける。

(2)　山県市社会福祉協議会・保険会社へ連絡

事故の場所、経過、状況を報告する。

　(3)　事故の相手を確認

　　　　①運転者氏名　②住所　③電話番号　④勤務先　
⑤車の車種・色・ナンバー　⑥相手の保険会社名　を聞き取ること。
５．連絡先
　○社会福祉法人山県市社会福祉協議会　☏0581-23-1211

○中部自動車共済　
　　岐阜サービスセンター　平日9：00～17：00　　☏058-245-0574
　　　　　　　　　　　　　上記以外　　　　　  　☏0120-365-625
ロードサービス　　　　　　　　　　　　　　　☏0120-80-6324
注意　度初めに必ず確認！
保険会社（☏番号等）
保険の内容
